
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな基本構想・基本計画 策定方針 

（概要） 
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１ 背景・目的 
 

町田市では、２００４年にまちづくりの基本指針として定めた「基本構想」と、２０１２

年度を初年度とする１０年間の基本計画「まちだ未来づくりプラン」に基づき市政運営を

進めていますが、２０２１年度にはこれらが計画期間を終えます。 

地方分権改革の一環として実施された２０１１年の地方自治法改正により、「基本構想」

の策定義務はなくなりましたが、地域の実情に合わせ自主的な取組としてまちの未来の姿

を描くという策定の意義は残っていることから、各自治体が主体的に策定していくことが

より強く求められています。 

町田市を取り巻く社会状況は、現基本構想と基本計画の策定時と比べて大きな変化を迎

えています。日本全体の人口は、２００８年の１億２８０８万人をピークに減少を始めて

おり、町田市の人口も、１９５８年の市制施行から一貫して増加を続けていたものが、

２０１８年の１年間で初めて減少に転じました。 

人口構成としては、２０４０年には、団塊ジュニアと呼ばれる１９７１年から１９７４年

生まれの方々が６５歳以上になり、２０４５年には６５歳以上の高齢者数はピークに達し

ます。また、２００４年に約７０％だった町田市の生産年齢人口の割合は、２０４０年に

は約５４％にまで減少し、６５歳以上の高齢者人口の割合は、約１６％だったものが

約３６％にまで増加すると見込まれています。 

一方で、ＡＩやＩＣＴなどのテクノロジーの発展や働き方改革によるワーク・ライフ・

バランスの推進は、労働のあり方を変えつつあります。また、世の中の消費動向は“モノ

消費”から“コト消費”へと転換し、更に、時間や目的の共有を重視する方向へ進んでい

ます。このように人々のライフスタイルは多様化しており、その一つとして、国の調査に

よると３０歳代から４０歳代において低くなっていた女性の労働力率（１５歳以上人口に

占める就業者と完全失業者の割合）は年々上昇傾向にあります。これは東京都や町田市に

おいても同様です。 

このような社会状況の変化や価値観の変化を一つのチャンスと捉えて、「まちだ未来づ

くりプラン」によって生まれた“未来の種”を市民とともに育てていくため、そして、誰

もが夢を描くことができ、幸せを感じられる未来をつくるために、新たな基本構想・基本

計画・実行計画を策定します。 
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２ 基本構想と基本計画について 
 

（１）基本構想と基本計画を一体として策定 

基本構想では将来像を、基本計画では将来像の実現に向けた政策を、それぞれ描きま

すが、そのつながりをわかりやすくするため、基本構想と基本計画を一体として策定し

ます。 

また、名称についても、より親しみやすいものとすべく、従来の“構想”や“計画”

という表現から“ビジョン”に改め、「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」と

して策定します。 

 

（２）「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の位置付け 

① 市民や地域団体、市内事業者など町田市に関わるすべての方々が、ともに実現を目

指すべきビジョンとして策定します。 

 

② 「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の実現に協力していただける人から

新たに町田市に関わりを持っていただける人まで、多くの方を惹きつける魅力的な

ビジョンとして策定します。 

 

③ 町田市におけるまちづくりの基本指針を示すとともに、市政運営の基本となるビジ

ョンとして策定します。 

 

（３）「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の構成 

構成は、基本構想相当部分を担う「（仮称）２０４０なりたい未来（将来像）」と基本

計画相当部分を担う「（仮称）まちづくり基本目標（計画部分）」及び「（仮称）経営基

本方針」とします。 

 

① 「（仮称）２０４０なりたい未来（将来像）」 

人口が４０万人を下回り、団塊ジュニアが６５歳以上となる２０４０年において、

町田市の“なりたい未来の姿”やまちづくりの方向性を示すもの。 
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② 「（仮称）まちづくり基本目標（計画部分）」 

「（仮称）２０４０なりたい未来（将来像）」で掲げた、まちづくりの方向性に沿っ

た政策を体系的に示し、なりたい未来の姿に至る一地点においての目標を設定したも

の。計画期間は、２０２２年度から２０３１年度までの１０年間と、２０３２年度か

ら２０３９年度までの８年間とします。 

 

③ 「（仮称）経営基本方針」 

なりたい未来の姿の実現に向けた「（仮称）まちづくり基本目標（計画部分）」を支

える経営方針を示します。計画期間は、２０２２年度から２０３１年度までの１０年

間と、２０３２年度から２０３９年度までの８年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の期間 

 

 

 

年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

（
仮
称
）
ま
ち
だ
未
来 

づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン204

0 

                   

 

（仮称）2040なりたい未来 
 

（仮称）まちづくり 

基本目標 
 

（仮称）経営基本方針 
 

（仮称）まちだ未来づくりビジョン 2040 

（仮称）2040 なりたい未来 

（仮称）まちづくり基本目標 

（仮称）経営基本方針 

（2022～2031 年度：10 年間） 

次期（仮称）まちづくり基本目標 

次期（仮称）経営基本方針 

（2032～2039 年度：8 年間） 

枠内の部分を令和 3 年（2021 年）第 2 回定例会に提案 
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４ 策定にあたっての基本姿勢 
 

「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」は、以下の基本姿勢に基づき策定します。 

 

（１） なりたい未来の姿の実現を自分のこととして受け止めてもらえるように、市民と 

一緒に策定する 

町田市のなりたい未来の姿を市民と共有するため、策定段階から市民と一緒に検討し

ます。なりたい未来の姿に共感していただくことで、ともにその実現を目指して行動す

ることができます。そのため、様々な手法で市民意見を把握するとともに、市民と一緒

に考えて策定を進めます。 

 

（２）「人」を主体として、夢が持てて、夢を実現できるまちを目指して策定する 

行政サービスのあり方は、単に量を充足させるものから、生活の質を充足させるもの

へと移行が進んでいます。さらに、一人ひとり生き方の違う「人」が、それぞれのライ

フステージにおいて活躍できる環境づくりや、地域の人々のために働ける仕組みづくり

が求められています。このことを踏まえ、誰もが夢を持ち、その夢を実現できるまち、

一人ひとりが輝けるまちを目指して策定を進めます。 

 

（３）「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の実現の一翼を担う市職員が一丸 

となって策定する 

「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」に基づく事業の実行を担う市職員が、

策定過程に携わり、主体的に考えることで、ビジョンの実現性を高めます。また、市民

と町田市の未来の姿を一緒に考える機会を持つことにより、策定後も市民ニーズに沿っ

た施策形成につなげられることから、市職員一人ひとりが自分のこととして捉え、一丸

となって策定を進めます。 
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５ 策定体制 
 

「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の策定体制は次図に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）町田市長期計画審議会 

市長の諮問機関として、学識経験者と市民団体等の代表で構成し、「（仮称）まちだ

未来づくりビジョン２０４０」の策定に関する事項について調査及び審議をしていた

だき、答申を受けます。 

 

 

 

 

②策定検討部会
（課長級）

①策定検討委員会
（副市長、部長級）

町田市長期計画審議会 市議会

連携

市 長

原案

提示

修正

提示

③策定検討チーム
（係長級）

原案

提示
修正

提示

答申諮問 議決提案

市民

市民意識調査

地区別懇談会
（タウンミーティング）

団体インタビュー

無作為抽出型市民
ワークショップ

シンポジウム

パブリックコメント

大学生との
ワークショップ

子育て世帯へのインタビュー

高校生との
ワークショップ

外国人市民との懇談会

原案

提示

修正

提示

・
・
・

etc.

検討体制

庁内
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（２）市民 

「地区別懇談会（タウンミーティング）」や、「高校生とのワークショップ」、「大学生

とのワークショップ」、「無作為抽出型市民ワークショップ」などの様々な検討の機会

を段階的に設けます。 

 

（参考）：検討にあたっての特徴的な取組（ペルソナ分析※） 

    なりたい未来の姿への関心と策定に関わる実感を持っていただけるように、「地区

別懇談会（タウンミーティング）」や「大学生とのワークショップ」、「高校生とのワー

クショップ」、「無作為抽出型市民ワークショップ」において、次の点に取り組みます。   

① 具体的な人物像を設定してその人物像がライフステージごとに幸せだと感じられる

未来の姿を検討します。 

② 地域や各ワークショップでは、人物像設定による検討を同様に行い、町田市全体で

一つのことを考える取組にします。 

③ 各ワークショップには市職員も参加をして、その姿の実現に向けた取組にもつなげ

るようにします。 

 

 

 

 

（３）庁内 

市民との検討結果や意見を受けて、長期計画審議会で審議する原案を作成するため、

庁内体制を構築します。 

全庁的な体制をつくるため、副市長を委員長とした各部長で構成する策定検討委員

会を設置して、「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の案を検討します。ま

た、策定後を見据えて、施策・事業を推進する要ともいえる係長級職員が中心になっ

て原案の作成検討をします。 

 

① 策定検討委員会（副市長、部長級で構成） 

「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の策定に必要な事項の調査及び検討、

調整を行い、案を決定します。 

 

※ペルソナ分析・・・架空の人物像を設定して、その人物に満足してもらえるように商品やサービス 

を設計するマーケティング手法。 
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② 策定検討部会（課長級で構成） 

策定検討委員会に策定検討部会を置き、「（仮称）２０４０なりたい未来（将来像）」

の柱ごとに案の調整や検討を行います。 

 

③ 策定検討チーム（係長級で構成） 

策定検討部会に策定検討チームを置き、策定検討部会や策定検討委員会で検討する

原案を作成します。 

 

（４）市議会 

策定の進捗に合わせて適宜検討状況を報告します。「（仮称）まちだ未来づくりビジ

ョン２０４０」案を決定した後、令和３年（２０２１年）第２回定例会で提案し、議決

を受けます。 

 

 

 

６ 策定スケジュール（予定） 
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